
高知港港湾計画　～軽易な変更～　について
変更理由　： 　立地するセメント関連企業の取扱貨物の輸送形態の効率化に対応するため、仁井田地区において、専用埠頭計画及び水域施

設計画を変更する。
　小型船だまりの利用の安全を確保するため、仁井田地区において、小型船だまり計画を変更する。
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【変更計画】既定計画 変更計画

専用埠頭計画

ﾄﾞﾙﾌｨﾝ 水深4.0m　3ﾊﾞｰｽ 水深4.0m　2ﾊﾞｰｽ

水深5.5m　1ﾊﾞｰｽ

水域施設計画

泊地 水深5.0m　2ha 水深5.5m　4ha

水深4.5m　6ha 水深5.0m　1ha

水深4.0m　4ha 水深4.5m　2ha

航路・泊地 水深5.0m　1ha

水深4.5m　4ha

小型船だまり計画

小型さん橋 4基 4基

泊地 水深1.0m　3ha

航路 水深1.0m　幅員15m


